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別記様式１

令和８年度随意契約による発注予定の契約情報

令和８年４月 16日現在

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第３号の規定に基づき随意契約の方法によ
り発注を行う予定の契約に係る情報を次のとおり公表します。
なお、内容については、公表時における概要であり、今後変更となる場合があります。

実施機関名 十勝総合振興局総務課

当初 印刷物の製造
買い入れ若しくは借り 長３封筒 ２０，０００枚
入れる物品又は提供を 角２封筒 １０，０００枚
受ける役務の名称及び
数量 変更

当初 令和８年４月

契約を締結する時期
変更

当初 特定随意契約に係る登録名簿に記載された者から１者を選定する。
契約の相手方の選定
方法

変更

その他 当初 納品場所：十勝総合振興局総務課
納期限：令和８年 ５月 15日

変更

注 １ 発注予定について変更があった場合は、変更後の事項及び変更年月日を「変更」欄に記載するものと
する。

２ 「契約の相手方の選定方法」欄には、特定の１者を契約の相手方として選定するのか、指名した者
又は公募に応募した者の中から契約の相手方を選定するのかの区分を記載すること。

３ 「その他」欄には、契約の履行について参考となる事項（契約の履行場所（納品場所）、 契約期間（納
期限）等）を、必要に応じて記載すること。
４ 運用方針第３節（随意契約）関係の１の規定により財務規則第162条の３の規定を準用して行う
公表に使用する場合には、「地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第○号」

を 「北海道財務規則の運用方針（「北海道財務規則の運用について」（昭和45年４月１日付け局総
第230号総務部長、副出納長通達）第３節（随意契約）関係の１の（○）」に「買い入れ若しくは借
り入れる物品又は提供を受ける役務の名称及び数量」を「（契約の目的物）の名称及び数量」に改め
て使用すること。
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別記様式２

随意契約により締結する契約の内容等
令和８年４月 16日

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第３号の規定に基づき随意契約の方法によ
り締結する契約の内容を次のとおり公表します。

実施機関名 十勝総合振興局総務課

買い入れ若しくは借り入れる 印刷物の製造
物品又は提供を受ける役務の 長３封筒 ２０，０００枚
名称及び数量 角２封筒 １０，０００枚

契約を締結する時期 令和８年４月

契約の相手方の選定方法 特定随意契約に係る登録名簿に記載された者から１者を選定する。

契約の相手方の選定基準 １件の金額が３０万円未満の契約であること。また、「『国等による障
害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律』に基づく
道の調達方針」に従い、特定随意契約に係る登録名簿登録者から選定
した。

応募する者に必要な資格

応募の方法及び期限

その他 納品場所：十勝総合振興局総務課
納期限：令和８年５月 15日

上記（○年○月○日付け記号番号により公告した）契約の締結状況を次のとおり公表します。
令和８年４月 16日

契約を締結した年月日 令和８年４月 16日

契約の相手方の氏名及び住所 社会福祉法人 更葉園

契約金額 ２９９，７５０円

契約の相手方を選定した理由 少額による１者選定

注 １ 「契約の相手方の選定方法」欄には、特定の１者を契約の相手方として選定するのか、指名した者又
は公募に応募した者の中から契約の相手方を選定するのかの区分を記載すること。

２ 「その他」欄には、契約の履行について参考となる事項（契約の履行場所（納品場所）、 契約期間
（納期限）等）を、必要に応じて記載すること。
３ 契約の相手方が法人である場合は、「契約の相手方の氏名及び住所」欄に、その名称、主たる事務所

の所在地及び代表者の氏名を記載すること。
４ 指名した者の中から契約の相手方を選定した場合は、「契約の相手方を選定した理由」欄に、当該
指名した者の氏名及び住所（当該者が法人である場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表
者の氏名）を付記するほか、見積書の徴取により選定した場合にあっては見積合わせの結果を、契約
履行提案書により選定した場合にあっては指名選考の過程及びその理由を付記すること。

５ １件の予定価格が 30 万円未満の契約の場合は、「契約の相手方を選定した理由」欄に「少額による
１者選定」等と記載して差し支えない。

６ 公募に応募した者の中から契約の相手方を選定した場合は、「契約の相手方を選定した理由」欄に、
当該公募に応募した者の氏名及び住所（当該者が法人である場合は、その名称、主たる事務所の所在
地及び代表者の氏名）を付記すること。

７ 運用方針第３節（随意契約）関係の１の規定により財務規則第162条の３の規定を準用して行う公表
に使用する場合には、「地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第○号」を「北
海道財務規則の運用方針（「北海道財務規則の運用について」（昭和45年４月１日付け局総第230号総
務部長、副出納長通達）第３節（随意契約）関係の１の（○）」に「買い入れ若しくは借り入れる物
品又は提供を受ける役務の名称及び数量」を「（契約の目的物）の名称及び数量」に改めて使用する
こと。


